
東
京
都
庁
職
員
労
働
組
合
衛
生
局
支
部
規
約 

  
 

第
一
章 
総
則 

 

（
名
称
と
所
在
地
） 

第
一
条 

こ
の
組
合
は
東
京
都
庁
職
員
労
働
組
合
衛
生
局
支
部
（
略
称
、
都
庁
職
衛
生
局
支

部
）
と
称
し
、
事
務
所
を
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
、
東
京
都
第
一
本
庁

舎
二
七
階
に
置
き
、
分
会
を
必
要
な
と
こ
ろ
に
置
く
。 

（
組
織
の
性
格
） 

第
一
条
の
二 

支
部
は
東
京
都
庁
職
員
労
働
組
合
（
以
下
「
都
庁
職
」
と
い
う
）
規
約
第
九

条
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
都
庁
職
の
構
成
組
織
（
支
部
）
で
あ
る
。 

第
一
条
の
三 

支
部
は
都
庁
職
規
約
第
条
に
十
条
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
自
治
労
連
東
京
都

庁
職
員
労
働
組
合
（
以
下
「
自
治
労
連
都
庁
職
」
と
い
う
）
の
構
成
組
織
で
あ
り
、
自
治

労
連
都
庁
職
を
通
じ
て
日
本
自
治
体
労
働
組
合
労
連
合
に
加
盟
し
、
全
国
労
働
組
合
総
連

合
に
参
加
す
る
組
織
で
あ
る
。 

（
目
的
） 

第
二
条 

支
部
は
強
固
な
る
団
結
に
よ
っ
て
、
本
部
の
綱
領
、
宣
言
、
指
令
及
び
支
部
決
議

事
項
を
実
現
し
、
組
合
員
の
経
済
的
社
会
的
地
位
の
向
上
と
都
政
の
徹
底
的
民
主
化
を
図

り
、
も
っ
て
日
本
労
働
者
階
級
の
開
放
と
民
主
的
国
家
の
建
設
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

（
事
業
） 

第
三
条 

支
部
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
う
。 

一 

組
合
組
織
の
強
化
、
活
動
の
活
発
化
を
図
り
、
組
合
員
の
雇
用
、
解
雇
、
昇
任
、

降
任
、
労
働
時
間
、
最
低
賃
金
等
労
働
条
件
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
を
適
正
に
し
、

改
善
す
る
。 

二 

組
合
員
及
び
家
族
の
福
利
厚
生
施
設
の
設
置
と
充
実
拡
大
を
図
る
。 

三 

労
働
環
境
を
快
適
な
ら
し
め
、
か
つ
退
職
や
疾
病
に
よ
る
生
活
の
脅
威
を
予
防
す

る
た
め
、
適
当
な
調
査
研
究
を
行
い
実
現
の
た
め
の
活
動
を
す
る
。 

四 

組
合
員
の
教
養
文
化
を
た
か
め
、
社
会
的
地
位
の
向
上
に
努
力
す
る
。 

五 

組
合
員
及
び
家
族
相
互
の
救
援
を
行
う
。 

六 

事
務
事
業
の
改
善
と
公
正
な
運
営
を
期
し
、
都
政
の
徹
底
的
民
主
化
を
図
る
。 

七 

同
じ
目
的
を
有
す
る
他
の
労
働
組
合
及
び
諸
団
体
と
協
力
す
る
。 

八 

そ
の
他
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
を
行
う
。 

  
 

第
二
章 

組
合
員 

 

（
組
合
員
） 

第
四
条 

支
部
は
衛
生
局
職
員
及
び
支
部
の
書
記
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

支
部
特
別
組
合
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
資
格
に
つ
い
て
は
支
部
委
員
会
で
定

め
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
拘
ら
ず
、
再
雇
用
職
員
に
つ
い
て
は
特
別
組
合
員
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
か
ら
第
二
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
側
の
利
益
を
代
表
す
る
も
の
と
都
職
労

か
ら
除
名
処
分
を
受
け
た
も
の
は
、
組
合
員
及
び
特
別
組
合
員
と
な
れ
な
い
。 

（
組
合
員
の
平
等
） 

第
五
条 

支
部
の
組
合
員
は
、
す
べ
て
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
人
種
、
信
条
、
宗
教
、

性
別
、
門
地
ま
た
は
身
分
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
ず
組
合
員
た
る
資
格
を
奪
わ
れ
な
い
。 

（
組
合
員
の
権
利
） 

第
六
条 

支
部
の
組
合
員
は
す
べ
て
第
四
十
三
条
に
該
当
し
な
い
限
り
、
次
の
権
利
を
有
す

る
。 一 
組
合
員
の
獲
得
し
た
諸
条
件
及
び
組
合
の
行
う
事
業
の
特
権
を
供
す
る
権
利 
二 
役
員
の
選
挙
権
、
被
選
挙
権
、
及
び
改
選
要
求
権 

三 

組
合
の
諸
会
議
に
、
規
約
に
基
づ
い
て
出
席
し
、
発
言
し
、
採
決
に
加
わ
る
権
利

及
び
自
己
の
不
利
益
を
決
議
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
会
議
に
自
ら
出
席
し
弁
明
す



る
権
利 
四 

組
合
運
営
に
つ
い
て
批
判
な
い
し
意
見
を
自
由
に
機
関
に
申
し
出
て
、
ま
た
必
要

に
応
じ
て
会
計
簿
冊
お
よ
び
証
拠
書
類
を
閲
覧
す
る
権
利 

五 

そ
の
他
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
の
均
等
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

但
し
特
別
組
合
員
は
前
号
中
第
二
号
の
被
選
挙
権
は
有
し
な
い
。
第
一
号
に
関
す
る

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
支
部
委
員
会
の
承
認
を
要
し
、

ま
た
第
三
号
に
関
す
る
権
利
の
う
ち
採
決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
組
合
員
の
義
務
） 

第
七
条 

支
部
の
組
合
員
は
、
す
べ
て
次
の
義
務
を
有
す
る
。 

一 

綱
領
、
規
約
及
び
機
関
の
決
定
に
従
い
、
組
合
の
強
化
発
展
に
尽
力
す
る
義
務 

二 

組
合
の
各
種
会
議
の
規
約
に
基
づ
い
て
出
席
す
る
義
務 

三 

組
合
費
及
び
機
関
の
決
定
に
基
づ
く
臨
時
組
合
費
を
納
入
す
る
義
務
。
但
し
、
特

別
組
合
員
は
支
部
委
員
会
の
議
決
に
よ
っ
て
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
雇
用
職
員
は
、
前
項
第
三
号
但
書
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、

第
三
十
五
条
第
二
項
に
定
め
る
組
合
費
を
分
会
を
通
じ
て
納
め
る
義
務
を
負
う
。 

  
 

第
三
章 

機
関 

 

（
機
関
の
種
類
） 

第
八
条 

支
部
に
次
の
機
関
を
置
く
。 

一 

大
会 

二 

委
員
会 

三 

執
行
委
員
会 

四 

拡
大
執
行
委
員
会 

（
機
関
の
成
立
と
議
事
） 

第
九
条 

大
会
、
委
員
会
及
び
執
行
委
員
会
は
、
議
決
権
の
あ
る
構
成
員
の
二
分
の
一
以
上

出
席
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。 

２ 

議
事
は
過
半
数
で
決
め
可
否
同
数
の
場
合
は
、
議
長
が
こ
れ
を
決
め
る
。 

３ 

規
約
の
制
定
、
ま
た
は
変
更
、
役
員
の
選
挙
、
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
重
要
な
事
項
は
、

直
接
無
記
名
投
票
に
よ
り
、
議
決
権
の
あ
る
全
構
成
員
の
過
半
数
に
よ
っ
て
定
め
る
。 

  
 
 

第
一
節 

大
会 

（
大
会
の
性
格
と
構
成
） 

第
十
条 

大
会
は
支
部
最
高
の
議
決
機
関
で
あ
っ
て
、
各
分
解
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
議
員
、

委
員
、
役
員
で
構
成
し
、
議
長
派
代
議
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
。 

２ 

代
議
員
の
選
出
比
率
は
、
委
員
会
が
そ
の
都
度
定
め
る
。 

３ 

役
員
、
代
議
員
に
選
出
さ
れ
て
い
な
い
委
員
は
議
決
に
は
加
わ
ら
な
い
。 

（
定
期
大
会
） 

第
十
一
条 

定
期
大
会
は
、
年
一
回
、
十
一
月
に
開
催
し
、
支
部
長
が
招
集
す
る
。
但
し
、

役
員
は
代
議
員
に
な
れ
な
い
。 

（
臨
時
大
会
） 

第
十
二
条 

臨
時
大
会
は
、
次
の
場
合
に
開
催
し
、
支
部
長
が
招
集
す
る
。 

一 

支
部
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。 

二 

組
合
員
の
三
分
の
一
以
上
が
要
求
し
た
と
き
。 

（
大
会
の
権
限
） 

第
十
三
条 

大
会
は
、
次
の
事
項
を
審
議･

決
定
す
る
。 

一 

運
動
方
針 

二 

規
約
の
改
廃 

三 

予
算
及
び
決
算 

四 

役
員
選
挙
な
い
し
承
認 
五 
支
部
費 
六 
そ
の
他
重
要
な
事
項 

  
 
 

第
二
節 
委
員
会 



（
委
員
会
の
性
格
と
構
成
） 
第
十
四
条 

委
員
会
は
大
会
に
次
ぐ
議
決
機
関
で
あ
っ
て
、
委
員
及
び
役
員
を
も
っ
て
構
成

す
る
。 

２ 

議
長
は
、
委
員
中
よ
り
選
出
し
委
員
を
除
く
役
員
は
議
決
に
加
わ
れ
な
い
。 

（
委
員
会
の
招
集
） 

第
十
五
条 

委
員
会
は
、必
要
に
応
じ
て
執
行
委
員
会
の
議
を
経
て
、支
部
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

支
部
委
員
の
三
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
る
場
合
、
支
部
長
は
速
や
か
に
委
員
会
を
招

集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
員
の
選
出
と
任
期
） 

第
十
六
条 

委
員
は
、
組
合
員
五
十
名
に
一
名
の
割
合
で
分
会
毎
に
選
出
し
、
端
数
二
十
六

名
を
超
え
る
と
き
は
一
名
を
選
出
す
る
。
た
だ
し
五
十
名
に
満
た
な
い
分
解
は
一
名
と
す

る
。 

２ 

委
員
の
任
期
は
、
分
会
の
役
員
の
任
期
に
準
ず
る
。 

（
委
員
会
の
権
限
） 

第
十
七
条 

本
委
員
会
は
、
次
の
事
項
を
審
議
し
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
議
決
事
項
は
、

次
期
大
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

大
会
に
提
出
す
る
議
案 

二 

大
会
か
ら
委
任
さ
れ
た
事
項
の
決
議 

三 

大
会
を
招
集
す
る
い
と
ま
の
な
い
と
き
大
会
に
代
わ
っ
て
議
決
す
る
こ
と 

四 

そ
の
他
、
大
会
か
ら
次
期
大
会
に
至
る
ま
で
、
大
会
の
決
定
に
違
反
し
な
い
範
囲

に
お
け
る
議
決
事
項 

  
 
 

第
三
節 

執
行
委
員
会 

（
執
行
委
員
会
の
性
格
と
構
成
） 

第
十
八
条 

執
行
委
員
会
は
、
支
部
の
執
行
機
関
で
あ
っ
て
、
支
部
長
、
副
支
部
長
、
書
記

長
、
会
計
、
初
期
次
長
、
支
部
執
行
委
員
、
並
び
に
青
年
部
、
女
性
部
、
現
業
評
議
会
、

衛
友
会
の
長
で
構
成
す
る
。
た
だ
し
各
補
助
機
関
の
長
は
議
決
に
加
わ
ら
な
い
。 

（
執
行
委
員
会
の
招
集
） 

第
十
九
条 

執
行
委
員
会
は
必
要
に
応
じ
て
支
部
長
が
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。 

（
執
行
委
員
会
の
権
限
） 

第
二
十
条 

執
行
委
員
会
は
、
次
の
事
項
を
執
行
し
、
大
会
及
び
委
員
会
に
報
告
し
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

大
会
及
び
委
員
会
の
議
決
に
基
づ
く
義
務 

二 

緊
急
事
項
の
専
決 

三 

会
計
規
定
に
定
め
ら
れ
た
金
銭
の
収
支 

四 

大
会
及
び
委
員
会
に
対
す
る
提
案
と
報
告 

五 

各
専
門
部
及
び
各
種
対
策
委
員
会
の
運
営 

六 

そ
の
他
、
軽
易
な
事
項
を
決
定
し
執
行
す
る
こ
と 

（
専
門
部
） 

第
二
十
一
条 

執
行
委
員
会
の
も
と
に
、
次
の
専
門
部
、
青
年
部
、
女
性
部
、
現
業
評
議
会
、

中
高
齢
者
会
を
置
く
。 

一 

専
門
部
：
組
織
部
、
教
育
宣
伝
部
、
調
査
部
（
賃
金･

調
査･

社
会
保
障
）、
福
利
厚

生
部
、
事
業
部 

二 

青
年
部 

三 

女
性
部 

四 

現
業
評
議
会 

五 

中
高
齢
者
会 

六 

再
雇
用
部
会 

２ 

専
門
部
に
部
長
を
置
き
、
執
行
委
員
の
互
選
に
よ
り
委
員
会
の
議
を
経
て
選
任
し
、
専

門
部
員
は
委
員
会
の
議
を
経
て
、
組
合
員
中
か
ら
選
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 
３ 
各
専
門
部
の
設
置
運
営
及
び
業
務
分
掌
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。 

（
各
種
対
策
委
員
会
） 

第
二
十
二
条 
執
行
委
員
会
の
も
と
に
、
次
の
各
種
対
策
委
員
会
を
置
く
。 

一 

対
策
委
員
会
：
病
院
事
業
改
善
対
策
委
員
会
（
衛
生･

医
療
） 



 
 

社
会
福
祉
対
策
委
員
会 

 
 

行
財
政
対
策
委
員
会 

 
 

そ
の
他
必
要
な
対
策
委
員
会
、
専
門
委
員
会 

２ 

対
策
委
員
会
に
、
委
員
長
、
事
務
局
長
の
他
、
必
要
な
対
策
委
員
を
執
行
委
員
の
互
選

に
よ
り
、
執
行
委
員
会
の
議
を
経
て
選
任
し
、
さ
ら
に
必
要
な
対
策
委
員
は
、
執
行
委
員

会
の
議
を
経
て
組
合
員
の
中
か
ら
選
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

３ 

対
策
委
員
会
の
設
置
運
営
及
び
業
務
分
掌
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。 

（
支
部
闘
争
委
員
会
） 

第
二
十
三
条 

緊
急
又
は
重
要
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
執
行
委
員
会
の

議
を
経
て
、
支
部
闘
争
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

  
 
 

第
四
節 

拡
大
執
行
委
員
会 

（
拡
大
執
行
委
員
会
の
設
置
） 

第
二
十
四
条 

支
部
の
組
織
実
態
上
か
ら
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
二
条
、
及
び
第
三
十
四

条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
、
支
部
拡
大
執
行
委
員
会
を
設
置
す

る
。 

（
拡
大
執
行
委
員
会
の
性
格
と
構
成
） 

第
二
十
五
条 

拡
大
執
行
委
員
会
は
、
特
に
前
分
会
の
意
志
を
反
映
さ
せ
、
か
つ
運
動
の
全

体
的
統
一
執
行
を
期
す
た
め
の
臨
時
的
執
行
機
関
で
あ
っ
て
、
第
十
八
条
規
定
の
他
、
各

分
会
長
を
加
え
て
構
成
す
る
。 

（
準
用
） 

第
二
十
六
条 

拡
大
執
行
委
員
会
の
招
集
、
及
び
権
限
に
つ
い
て
は
、
各
々
第
十
九
条
及
び

第
二
十
条
を
準
用
す
る
。 

  
 

第
四
章 

役
員 

 

（
役
員
） 

第
二
十
七
条 

支
部
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

一 

支
部
長 

 

一
名 

二 

副
支
部
長  

二
名 

三 

書
記
長 

 

一
名 

四 

会
計 

 

一
名 

五 

書
記
次
長  

一
名 

六 

支
部
執
行
委
員 

若
干
名 

七 

青
年
部
、
女
性
部
、
現
況
評
議
会
、
衛
友
会
の
長 

八 

会
計
監
事  

三
名 

九 

顧
問 

 

若
干
名 

２ 

会
計
監
事
と
他
の
支
部
役
員
と
は
相
互
に
兼
ね
る
こ
と
が
出
来
な
い
。 

第
二
十
七
条
の
二 

特
別
執
行
委
員
（
支
部
役
員
兼
任
者
を
除
く
上
部
組
織
常
任
役
員
等
） 

若
干
名 

（
三
役
の
選
出
） 

第
二
十
八
条 

支
部
長
、
副
支
部
長
、
書
記
長
、
会
計
及
び
書
記
次
長
は
、
組
合
員
の
直
接

無
記
名
投
票
を
も
っ
て
選
出
し
、
大
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
執
行
委
員
の
選
出
） 

第
二
十
九
条 

執
行
委
員
は
、定
数
若
干
名
と
し
、組
合
員
の
直
接
無
記
名
投
票
を
持
っ
て
、

支
部
組
合
員
か
ら
選
出
し
、
大
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
役
員
の
任
務
） 

第
三
十
条 

役
員
の
任
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

一 

支
部
長
は
、
支
部
を
代
表
し
支
部
の
業
務
を
統
括
す
る
。 

二 

副
支
部
長
は
、
支
部
長
を
補
佐
し
、
支
部
長
じ
こ
る
と
き
は
代
理
す
る
。 
三 
書
記
長
は
、
支
部
の
一
般
事
務
を
処
理
す
る
。 
四 
会
計
は
、
支
部
の
経
理
を
司
る
。 

五 

書
記
次
長
は
、
書
記
長
を
補
佐
し
、
支
部
の
事
務
を
処
理
す
る
。 

六 

執
行
委
員
は
、
組
合
業
務
を
分
掌
す
る
。 



七 

会
計
監
事
は
、
会
計
を
監
査
す
る
。 
八 

顧
問
は
、
執
行
委
員
会
の
諮
問
に
応
ず
る
。 

第
三
十
条
の
二 

特
別
執
行
委
員
は
、
支
部
執
行
委
員
会
と
連
携
し
、
支
部
運
動
へ
の
助
言

を
行
う
。 

（
役
員
の
任
務
） 

第
三
十
一
条 

役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
選
出
年
度
の
定
期
大
会
か
ら
次
々
期
定
期
大
会

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
補
助
機
関
の
長
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
で
選
出
し
、
任
期
は
一

年
と
す
る
。 

（
会
計
監
事
の
選
出
） 

第
三
十
二
条 

会
計
監
事
は
組
合
員
の
中
か
ら
大
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。 

（
特
別
執
行
委
員
の
選
出
） 

第
三
十
二
条
の
二 

特
別
執
行
委
員
は
支
部
執
行
委
員
会
又
は
大
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。 

（
選
挙
規
定
） 

第
三
十
三
条 

支
部
役
員
の
選
挙
規
定
は
別
に
定
め
る
。 

２ 

支
部
役
員
に
欠
員
が
生
じ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
選
挙
規
定
に
よ
り
補
充

選
挙
を
行
い
、
支
部
委
員
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
分
会
） 

第
三
十
四
条 

支
部
は
、
別
表
の
分
会
を
そ
の
構
成
単
位
と
し
、
分
会
は
三
級
階
事
業
所
以

上
を
基
準
と
し
て
構
成
す
る
。
但
し
、
事
業
所
の
特
殊
性
、
地
域
性
当
か
ら
、
特
に
支
部

大
会
が
承
認
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

２ 

分
会
の
新
設
、
統
合
、
廃
止
に
つ
い
て
は
、
支
部
委
員
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す

る
。 

３ 

分
会
の
下
に
支
部
及
び
職
場
委
員
会
等
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

分
会
の
運
営
、
及
び
財
政
に
つ
い
て
は
、
支
部
規
約
の
範
囲
内
で
当
該
分
会
が
自
主
的

に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

支
部
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
分
会
代
表
者
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

分
会
は
、
支
部
執
行
委
員
会
と
協
議
し
て
分
会
の
独
自
問
題
に
つ
い
て
、
分
会
交
渉
及

び
妥
結
の
権
限
を
行
使
で
き
る
。 

  
 

第
五
章 

会
計 

 

（
組
合
費
） 

第
三
十
五
条 

組
合
費
は
、
各
組
合
員
の
給
与
月
額
本
俸
の
千
分
の
四
を
支
部
費
と
し
、
本

部
費
及
び
自
治
労
連
臨
時
組
合
費
（
特
別
闘
争
賃
金
、
闘
争
資
金
）
の
年
間
徴
収
相
当
分

を
十
二
で
除
し
た
率
と
と
も
に
徴
収
す
る
。 

２ 

第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
雇
用
組
合
員
で
あ
る
特
別
組
合
員
の
組
合
費
は
尽
き
た

り
、
本
部
費
三
百
四
十
円
、
支
部
費
二
百
十
円
、
組
織
共
済
の
掛
金
二
百
円
の
七
百
五
十

円
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
か
か
わ
ら
ず
、緊
急
に
必
要
な
場
合
は
、大
会
又
は
委
員
会
の
議
決
を
経
て
、

臨
時
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

支
部
の
主
旨
に
賛
同
し
た
も
の
の
寄
附
は
、
委
員
会
の
承
認
を
経
て
受
領
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
組
合
費
の
取
扱
） 

第
三
十
六
条 

納
入
し
た
組
合
費
は
一
切
返
却
し
な
い
。 

（
会
計
年
度
） 

第
三
十
七
条 

支
部
の
会
計
年
度
は
、十
月
一
日
に
始
ま
り
、翌
年
九
月
三
十
日
に
終
わ
る
。 

（
会
計
監
査
） 

第
三
十
八
条 

決
算
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
会
計
報
告
は
、
大
会
の
決
算
承
認
を

受
け
る
に
当
た
っ
て
、
支
部
の
会
計
監
査
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
（
責
任
の
所
在
） 
第
三
十
九
条 

支
部
の
財
産
の
管
理
及
び
収
支
に
つ
い
て
は
、
執
行
委
員
会
の
責
任
と
す
る
。 

（
会
計
規
定
と
監
査
規
定
） 

第
四
十
条 
支
部
の
会
計
規
定
及
び
監
査
規
定
は
別
に
定
め
る
。 

 
 

 



第
六
章 

加
入
脱
退
及
び
除
名 

 

（
加
入
） 

第
四
十
一
条 
東
京
都
庁
職
員
労
働
組
合
に
加
入
し
、
支
部
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、

分
会
長
を
通
じ
て
支
部
長
に
加
入
の
届
出
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
脱
退
） 

第
四
十
二
条 

支
部
を
脱
退
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
分
会
長

を
通
じ
て
支
部
長
に
届
出
て
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

な
お
、
脱
退
と
同
時
に
、
組
合
員
と
し
て
の
一
切
の
権
利
を
失
う
こ
と
と
す
る
。 

（
除
名
） 

第
四
十
三
条 

組
合
員
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
審
査

委
員
会
の
答
申
を
経
て
、
支
部
大
会
の
議
決
に
よ
り
権
利
の
停
止
又
は
除
名
を
中
央
委
員

会
に
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
処
分
に
緊
急
性
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
の
決
議

に
よ
り
中
央
委
員
会
に
提
案
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
こ
の
決
議
は
直
近
の
大
会
で

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

組
合
の
綱
領
、
規
約
並
び
に
重
要
議
決
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

組
合
の
統
制
を
乱
し
た
と
き
。 

三 

理
由
な
く
し
て
組
合
費
を
三
ヶ
月
以
上
滞
納
し
た
と
き
。 

２ 

前
項
に
該
当
し
た
も
の
が
、
そ
の
議
決
に
不
服
あ
る
場
合
、
大
会
に
再
審
査
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

本
状
の
審
査
委
員
会
規
定
は
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

第
七
章 

雑
則 

 

（
書
記
） 

第
四
十
四
条 

支
部
に
書
記
を
置
き
、
書
記
長
の
も
と
に
事
務
を
処
理
さ
せ
る
。
書
記
は
、

執
行
委
員
会
の
議
を
経
て
、
支
部
長
が
任
命
す
る
。 

 

書
記
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
本
部
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
準
用
） 

第
四
十
五
条 

こ
の
規
約
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
本
部
の
規
約
を
準
用
す
る
。 

２ 

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
外
、
業
務
執
行
上
必
要
な
規
程
は
、
委
員
会
で
こ
れ
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 
 
 

付

則 

（
施
行
） 

第
四
十
六
条 

こ
の
規
約
は
、
千
九
百
七
十
七
年
八
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

た
だ
し
、
第
四
章
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
並
び
に
第
三
十
二
条
に
つ

い
て
は
、
次
々
定
期
大
会
に
あ
わ
せ
て
施
行
す
る
。 

（
施
行
） 

第
四
十
七
条 

こ
の
規
約
は
、
千
九
百
八
十
七
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、

別
表
中
、
墨
田
産
院
、
新
宿
看
護
専
門
学
校
、
診
療
放
射
線
専
門
学
校
及
び
府
中
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
学
校
の
各
分
会
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
削
除

に
つ
い
て
発
効
す
る
。 



（
別
表
） 

 
こ
の
規
約
第
一
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
程
に
基
づ
く
分
会
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

医
療
政
策
部 

二 

保
健
政
策
部 

三 

少
子
社
会
対
策
部 

四 

障
害
者
施
策
推
進
部 

五 

健
康
安
全
室 

六 

病
院
経
営
本
部 

七 

府
中
病
院 

八 

神
経
病
院 

九 

清
瀬
小
児
病
院 

十 

八
王
子
小
児
病
院 

十
一 

多
摩
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー 

十
二 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー 

十
三 

北
療
城
南
分
園 

十
四 

北
療
城
北
分
園 

十
五 

府
中
療
育
セ
ン
タ
ー 

十
六 

多
摩
療
育
園 

十
七 

神
経
科
学
総
合
研
究
所 

十
八 

精
神
医
学
総
合
研
究
所 

十
九 

臨
床
医
学
総
合
研
究
所 

二
十 

監
察
医
務
院 

二
十
一 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

二
十
二 

芝
浦
食
肉
衛
生
検
査
所 

二
十
三 

市
場
衛
生
検
査
所 

二
十
四 

動
物
愛
護
相
談
セ
ン
タ
ー 

二
十
五 

食
品
指
導
セ
ン
タ
ー 

二
十
六 

広
尾
看
護
専
門
学
校 

二
十
七 

荏
原
看
護
専
門
学
校 

二
十
八 

北
多
摩
看
護
専
門
学
校 

二
十
九 

府
中
看
護
専
門
学
校 

三
十 

青
梅
看
護
専
門
学
校 

三
十
一 

南
多
摩
看
護
専
門
学
校 

 


